
 

 

随意契約理由書 
令和 5年 9月 15日  

担当課名：管財課  

1 随意契約番号 総 2023-3-13 

2 契約案件名 市役所無停電電源装置バッテリー交換 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：山洋電気株式会社 甲府支店 

所在地：甲府市相生 2-3-16 

5 設計金額（単位：円） 982,300円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本件は、設置されている無停電電源装置のバッテリーを交換するものである。 

 

【案件概要】 

市役所（新館サーバー室内）の無停電電源装置バッテリー交換業務 

 

【本業務に必要とする条件】 

無停電電源装置の専用バッテリーを用意し交換することが可能なこと。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 市役所の無停電電源装置は山洋電気株式会社で製造しており、現在保守管理等を行っている。

専用バッテリーの形容が他と異なるため、専用バッテリー以外のものをそのまま使用すること

はできない。また、別の事業者にバッテリーの交換を依頼した場合にその後起きてしまった不

具合に対しての瑕疵について、責任の所在がバッテリーの交換によるものか元々の製品による

ものかが曖昧になってしまうことから無停電電源装置の製造会社である山洋電気株式会社と随

意契約を締結したい。 

9 契約日 令和５年１０月２日 10 契約金額 ９８２，３００円 



 

 

 

随意契約理由書 
令和５年１０月２３日  

担当課名：教育総務課  

1 随意契約番号 教２０２３－３－７５ 

2 契約案件名 南アルプス市立若草小学校仮設校舎への電力供給 

3 履行場所 南アルプス市寺部地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：鈴与商事(株) 

所在地：静岡県静岡市清水区入船町１１番１号 

5 設計金額（単位：円） ２，０４５，９１５円（税込） 

6 総価・単価の別 単価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号 該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

【案件概要】 

 本件は、若草小学校校舎改築工事に伴い設置する仮設校舎について、現存する校舎の受変電

設備等とは急きょ別に機器が必要となったため、機器ごとに電力供給の契約を締結し、仮設校

舎へ電力の供給を受けるものである。 

 

 

【本業務に必要とする条件】 

 ・電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条の許可を受けた一般送配電事業者である

こと。 

 ・継続した高圧業務用電力の供給ができること。 

 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 本契約は、現場の状況に精通した現存校舎への電力供給契約の相手方である上記業者以外の

者と契約を締結した場合、受変電設備の接続・切替に支障が生じ改築工事や学校教育活動への

影響が生じる恐れがあるため、上記業者と随意契約を締結したい。 

 

 

9 契約日 令和５年１１月１６日 10 契約金額 ２，０４５，９１５円 



 

 

随意契約理由書 
令和５年１１月２８日  

担当課名：教育総務課  

1 随意契約番号 教２０２３－４－１０１ 

2 契約案件名 デジタル複写機借入れ（教育総務課） 

3 履行場所 南アルプス市鮎沢地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社 マルモ 

所在地：中央市流通団地２－３－５ 

5 設計金額（単位：円） 
令和５年度 ５９８，８４０円（税込み） 

（総価 １，６３３，２００円） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 6号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

【案件概要】 

本契約はデジタル複写機（機種名：IM C5500A)について、令和５年１２月１日から令和６年

１１月３０日まで再リースを行うものである。 

 

 

【本業務に必要とする条件】 

設計金額内で当該機器の短期間リースを行えること。 

 

 

【相手方選定の具体的理由】 

当該機器は４年間のリースが満了するため、引き続きリース契約をする必要がある。同様の

機種を新規リースした場合の年間リース料は２，４６０，０８４円となるが、上記相手方と再

リース契約した場合の年間リース料は１，６３３，２００円と約３０％安価となることから、

経費の大きな削減を図ることができる。また、製品の耐用年数まで余裕があり、現在まで大き

な故障が発生していないことから、今後も継続的な使用に耐えうるものとされるため、上記相

手方と随意契約したい。 

 

 

 

 

 

9 契約日 令和５年１１月３０日 10 契約金額 ５９８，８４０円 


